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平成３０年度６月定例会厚生委員会委員長報告（H30.6.26） 

今期定例会において、厚生委員会に付託されました議案３件、報告２件の５件について、

６月１８日に委員会を開催し、審査をいたしましたので、審査の過程において、委員から出

された主な質問、意見などを含めて、報告いたします。  

はじめに、議案第１号「平成３０年度津山市一般会計補正予算（第１次）」でありますが、  

今年度予算の肉付けとなる総額約１１億１９８万円の補正のうち、厚生委員会の所管す

る１億４，２１０万円について審査を行いました。  

審査の過程で、特に、第２子保育料の無償化に係る予算に関して、多くの質疑や意見

が出されました。具体的には、「無償化の対象を所得制限を付けて３歳から５歳児に限定

する根拠がわかりにくい」 

「国の施策が固まらない現段階で、貴重な市費を投じてまで導入を急ぐ必要があるの

か」 

「それよりも保育施設の整備や保育士の処遇改善を優先すべきではないか」  

との指摘のほか、「第２子無償化決定までの経緯等について納得できる説明をしてほし

い」との意見が示されました。 

執行部からは、「これまでの調査で判明した、就学前の子どもを持つ世帯の、教育・保育

に対する大きな経済的負担感を受け、  

平成２８年度から第３子保育料を無償化し、１年が経過した時点で検証と議論を重ね、  

第２子への拡大を決めた。 

国が段階的に実施している無償化の対象となる所得階層等を参考に、当市の対象を、

まずは、概ね年収３６０万円未満の世帯の、３歳から５歳と設定した。」との説明がありまし

た。 

これを受けて、委員から、「保育料負担の軽減に反対はしないが、やはり保育環境の基

盤整備が先ではないか」とする意見や、「無償化に伴う追加入園希望については、どの程

度想定し、対応に備えているのか」との質問がありました。  

執行部からは、それぞれ「保育士の処遇改善等については、今後とも精一杯努力した
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い」、「現在の入園者は既に定数の１０５％だが、新たな入園希望が見込まれる、無償化対

象の３歳児についての受入は可能と考えている」との答弁がありました。 

これらの質疑応答を踏まえて、委員からは、保育環境の基盤整備や、公立保育所におけ

る、保育士等の専門職の配置を着実に行うよう、執行部に対して強く要望しております。  

そのほか、放課後児童クラブの運営状況や、めぐみ荘の水道管の太さを大きくする必要

性等を詳しく聴取しました。 

また、予算上防犯カメラの設置が困難な箇所には、防犯効果向上のため、カメラを設置

している旨の看板を設置することを提案するなど、細部にわたり、慎重に審査いたしました。  

以上の結果、議案第１号につきましては、一部委員から、今年度はまだ第２子保育料無

償化を開始すべきではないとの立場から、反対意見がありましたが、採決により、賛成多数

で可決すべきものと決定しております。 

 次に、議案第９号「訴えの提起について」では、 

津山圏域東部衛生施設組合に係る訴訟で控訴した敦賀市に対し、請求を棄却し、これま

での訴訟費用の負担を求める附帯控訴の提起について審査しました。 

この附帯控訴によって、排出自治体の責任について、より限定的な控訴審の判決結果が

得られる可能性や、和解の協議においてもより当市の望む和解に近づけるなどのメリットが

あることを聞き取り、 

全員一致で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  

次に、議案第１７号「工事請負変更契約について」ですが、  

これは、旧西部衛生ごみ焼却場等の解体撤去工事について、土壌の詳細調査を実施

したところ、汚染範囲が見込みより  狭小であったことに伴う、工事費の減額変更でありま

す。 

委員からは、撤去費用への充当を目的とした、構成市町の積立金との関係について質

問がありました。 

確定工事費は、積立額の１億３千万円を超える約１億８，７００万円であり、差額について

は、鏡野町、美咲町、本市で按分して負担することを確認し、  
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全員一致で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  

続いて、報告案件についての審査結果を報告いたします。  

 報告第２号  市長が専決処分した「津山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」  及び  

報告第３号  市長が専決処分した「津山市国民健康保険条例の一部を改正する条例」

については、いずれも、３月定例会の委員会において詳細な説明を受け、４月１日付けで

施行されているものであり、改正前後の変更点を再確認し、全員一致で原案のとおり承認

することを決定しております。 

 その他、執行部からは、各部署の主な組織目標を聞き取るとともに  

環境福祉部から、 

阿波地域指定管理施設の指定管理期間の短縮等について、  

 また、こども保健部から、 

まちなか子育て支援拠点事業の利用実績等について  

それぞれ報告を受けております。  

 以上が、厚生委員会に付託されました議案等の審査結果の報告でございます。  

何とぞよろしくご審議の上、適切なご決定を賜りますようお願い申し上げます。  

 


